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平成３０年度内閣府防災部門 

予算案 

 



平成29年12月

前年度
予算額

30年度
予算案

対前年
増△減額

○ 災害予防 850 815 △ 35

実践的な防災行動定着に向けた国民運動の推進 121 115 △ 6

防災を担う人材の育成、訓練の充実 234 217 △ 17

社会全体としての事業継続体制の構築推進 42 41 0

防災ボランティア連携促進 16 15 △ 1

地震対策の推進 188 186 △ 2

火山災害対策の推進 193 183 △ 9

土砂災害・水害等の災害時における避難対策等の推進 49 47 △ 1

防災計画の充実のための取組推進 9 10 1

○ 災害応急対応 1,801 1,835 34

2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の成功に向けた首都直下地
震対策等に係る取組推進

61 82 21

災害対応業務標準化の推進 22 23 0

防災情報の収集・伝達機能の強化 233 674 441

中央防災無線網の整備・維持管理等 1,175 905 △ 271

立川・有明の丘・東扇島施設の維持管理等 164 153 △ 11

○ 災害復旧・復興 2,838 2,844 6

被災者支援・復興対策の推進 49 59 9

被災者支援に関する総合的対策の推進 16 13 △ 3

被災者生活再建支援金補助金 600 600 0

災害救助費等負担金 1,883 1,882 0

災害弔慰金等負担金 140 140 0

災害援護貸付金 150 150 0

○ その他 749 739 △ 10

国際関係経費 272 267 △ 5

特定地震防災対策施設運営費補助金 251 251 0

その他一般事務処理経費等 225 221 △ 5

6,238 6,232 △ 6

（注） １．四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

２．前年度予算額の計には、前年度限りの経費を含む。

※復興庁一括計上（東日本大震災分）として、被災者生活再建支援金補助金１０８億円及び災害救助費等負担金等１６７億円

※※東日本大震災に係る災害援護資金の貸付けの特例については、今後関係政令を改正し、平成31年3月31日まで延長予定

合　計

（単位：百万円）

区 分
（主要事項名）

平成３０年度内閣府防災部門 予算案
平成３０年度予算案 ６，２３２百万円

（前年度予算額 6, 238百万円）

（内 訳） ○災害予防 ８１５百万円 （ ８５０百万円）

○災害応急対応 １，８３５百万円 （１，８０１百万円）

○災害復旧・復興 ２，８４４百万円 （２，８３８百万円）

○その他 ７３９百万円 （ ７４９百万円）
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平成 30 年度内閣府重点施策に対応した事項 

Ⅰ 大規模地震対策の強化 

  南海トラフ地震、首都直下地震等の大規模地震対策を推進する。 

（予算案額）１４８百万円（平成 29年度予算１０４百万円） 

（主な施策） 

○南海トラフ地震対策の推進（地震観測・評価に基づく防災対応の検討、基本

計画のフォローアップ等）

○首都直下地震等発生時の帰宅困難者対策の推進

○首都直下地震・南海トラフ地震の具体的な応急対策活動に関する計画の実

効性検証

Ⅱ 大規模災害時における被災者の住まいの確保の推進 

  大規模災害発生時の圧倒的な住まい不足、応急的・一時的な住まいの生活の

長期化等の課題に対応し、被災者の住まいの確保策の具体化を図る。 

（予算案額）２２百万円（平成 29年度予算９百万円） 

（主な施策） 

○次の課題について検討し、具体化を図る。

・応急仮設住宅の円滑かつ迅速な供給方策

・住宅の応急的な修理の促進方策

Ⅲ 最新のＩＣＴの防災分野への更なる活用 

  最新のＩＣＴの活用による効率的・効果的な災害対応の実現を図る。 

（予算案額）６９８百万円（平成 29年度予算２４４百万円） 

（主な施策） 

○最新のＩＣＴの防災分野への活用（携帯電話基地局から得られるデータに

よる被災者動向の把握）

○総合防災情報システムによる防災情報の収集体制の強化

○マイナポータル活用による被災者支援の推進

Ⅳ 民間事業者を含めた社会全体としての自助・共助による防災への取組 

  「防災推進国民会議」の情報発信を強化し、「自助」「共助」を広く国民に推

進する。また、事業者の災害リスクマネジメントに係る取組を継続して促す。 

（予算案額）１２５百万円（平成 29年度予算１３１百万円） 

（主な施策） 

○自助・共助による取組の情報発信機能の強化・拡充

○多様な民間主体による枠組みを通じた事業者の災害リスクマネジメント向

上への支援

○事業者の災害リスクマネジメント推進に資する情報の収集・整理・提供
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○ 国民の実践的な防災行動定着のためには、様々なチャネルやツールを活用して幅
広い層の国民に対して啓発を行っていくことが重要。

○ 内閣府では、防災に関する情報を網羅的・一元的に集約したポータルサイト「ＴＥＡＭ
防災ジャパン」を通じた発信を行うとともに、防災意識向上の国民運動を推進する仕組
みとして、各界各層の団体からなる「防災推進国民会議」や、主に防災に関係する業界
団体からなる「防災推進協議会」のネットワークを活用し、幅広く普及啓発を展開。

○ また、津波防災について、実践的な避難行動がとれるよう意識向上を図る他、企業、
ボランティアなど多様な主体が一堂に会し、その取組や知見を発信する場として「防災
推進国民大会」を実施する。

○ これらを通じて、国民全体に対する実践的な防災行動の啓発を図る。

実践的な防災行動定着に向けた国民運動の推進
平成３０年度予算案１１５百万円（１２１百万円）

事業概要・目的

○ 国民に対するきめ細かな防災知識の普及、防災意識の啓発により、国民の防
災活動への自律的・積極的な参加が促されることで地域の防災力が高まり、災
害の未然予防及び災害被害の軽減が可能となる。

期待される効果

事業イメージ・具体例

国民全体に対する実践的な防災行動の啓発

ポータルサイト
 防災に関する情報を網羅的・一元的に

集約・発信

普及啓発コンテンツ
 共有デジタルコンテンツ
 防災啓発アイディア表彰
 各種啓発ツール
 CSR・企業の防災取組事例

津波防災の意識向上
 実践的避難行動の意識定着
 津波避難訓練の参加促進
 「世界津波の日」の普及

防災推進国民大会

防災推進国民会議
防災推進協議会

 各界各層、業界団体等のネットワーク活用

【普及啓発の仕組み】

【啓発ツールや機会の提供】

様々なチャネルを通じた啓発
普及啓発ツールの提供
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「危機事態に迅速・的確に対応できる人」、「国・地方のネットワークを形成

できる人」を育成するために、国や地方公共団体等の職員に対する研修を行う。

また、人材を育成する研修内容の充実についての検討を行う検討会を開催す

るなど、体系的な人材の育成を実施する。

事業概要・目的

○ 国及び地方において、危機事態に迅速・的確に対応できる人材が育成され、
災害対応能力が向上するとともに、組織の取り組みにより、組織としての災害
対応能力の向上が図られる。

○ 研修等を通じて職員間のネットワークが構築され、国・地方公共団体及び地
方公共団体相互が緊密に連携した広域的な災害対応が可能となる。

期待される効果

事業イメージ・具体例

○ 地方公共団体等の職員に対して、内閣府防災
でＯＪＴ研修や防災に関する研修を行う。

○ 国・地方公共団体の職員に対して、「有明
の丘基幹的広域防災拠点」を活用した研修や
各地域へ出向いた研修を行う。

○ 災害対応に関する人材を育成する研修内容の

充実についての検討会を開催するとともに、研

修内容及び運営方法の見直し、研修指導要領の

整備やインターネットを通じた研修など、防災

に係る人材の育成について総合的に検討、実施

する。

防災を担う人材の育成、訓練の充実①

平成３０年度予算案１２５百万円（１３１百万円）

（H29年度岩手県における研修の状況）

（H29年度「有明の丘基幹的広域防災拠点」
における研修の状況）
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○ 災害発生時には、防災関係機関が一体となって対応する必要があり、災害対
策基本法、防災基本計画等においても防災訓練の実施が定められている。

○ 「総合防災訓練大綱」に定められる各種防災訓練を実施することで、
・防災関係機関の災害発生時の応急対策に関する検証・確認
・住民の防災意識の高揚

を図ることを目的とする。

防災を担う人材の育成、訓練の充実②

平成３０年度予算案 9２百万円（１０２百万円）

事業概要・目的

○ 訓練を通じた課題抽出・改善、防災関係機関の連携強化により、災害対応力
の向上が期待される。

○ 多数かつ多様な主体が参加する訓練の実施により、防災意識の向上が期待さ
れる。

期待される効果

○ 政府が実施する防災訓練の主なもの
① 「防災の日」（９月１日）総合防災訓練

官邸での政府本部運営訓練、政府現地調査訓練

を実施する。

② 緊急災害対策本部事務局運営訓練

緊急災害対策本部事務局における業務及び関係

機関との連携についての訓練を実施する。

③ 緊急災害現地対策本部運営訓練

緊急災害現地対策本部の運営及び各地域で関係

地方公共団体等との連携についての訓練を実施す

る。

（東京、中部、近畿、四国に加え、新たに九州で

実施）

④ 大規模地震時医療活動訓練

広域医療搬送に関する総合的な実動訓練を実施する。

⑤ 住民参加の地震・津波防災訓練

「津波防災の日」（１１月５日）の前後において、地域住民を対象とした

津波防災訓練を実施する。

事業イメージ・具体例

（Ｈ29政府本部運営訓練の状況）

（Ｈ29緊急災害現地対策本部
運営訓練の状況）［名古屋市］
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社会全体としての事業継続体制の構築推進

平成３０年度予算案 ４１百万円（４２百万円）

○ 社会全体の事業継続体制が構築されることにより、大規模災害時における国
民経済及び国民生活への影響を低減することができる。

①中央省庁における業務継続体制の確保
・省庁業務継続計画に係る有識者による評価及び同計画等の見直しに係る調査
・行政中枢機能の東京圏外の代替拠点候補地における現況調査

②地方公共団体の業務継続体制の確保に係る取組支援
・地方公共団体における取組方策の調査、分析、課題及び対応策の検討

③民間企業・団体の事業継続体制の構築及び災害リスクマネジメント力向上の取
組推進
・民間企業・団体の事業継続体制（ＢＣＰの策定状況）に関する実態調査
・自然災害が事業者に与える影響に係る参考指標の拡充

事業イメージ・具体例

期待される効果

○ 首都直下地震や南海トラフ巨大地震等の発生に備え、災害時に国民生活等へ
の影響を 小化するため、社会全体の事業継続体制を強化する必要がある。

○ 中央省庁の業務継続体制については、政府業務継続計画に基づく各種取組を
通じて、その実効性を確保する必要がある。

○ 地方公共団体の業務継続体制については、「南海トラフ地震防災対策推進基
本計画」や「首都直下地震緊急対策推進基本計画」においては、それぞれ対象
となる地方公共団体の策定率１００％を目標としており、その策定を支援して
いく必要がある。

○ 民間では、事業継体制未構築の企業に対し体制構築を促し、企業等の自発的
な防災活動の取組や、自然災害による経済的損失への備えを促進させる必要が
ある。

○ 平成３０年度においては、これらの課題に対応するため、引き続き社会全体
としての事業継続体制の構築に取り組む。

事業概要・目的
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（１）ボランティアの環境整備に関する検討会等
ボランティアと行政など各セクター間の連携や、支援策の在り方等、ボラ

ンティアの環境整備に関する課題やその方策について、有識者による検討を
行う。また、課題解決のヒントとなる事例調査や、優良事例の情宣など普及
啓発活動を行う。

（２）連携訓練の実施
発災時に行政がボランティアと連携の取れた対応を行うには、平時からの

連携のための場作りが必要であり、発災後を想定した連携訓練を、いくつか
の自治体と協働で実施し、対応力を高める。

（３）ボランティアの交流促進
全国で女性や学生などがボランティアに積極的に参加している事例を発掘、

発信を行う他、専門ボランティアから一般ボランティアまで幅広く参加を募
り、意見交換や取組発表の場を設け、ボランティアの交流を促進する。

防災ボランティア連携促進

平成３０年度予算案 １５百万円（１６百万円）

事業イメージ・具体例

○ 首都直下、南海トラフ地震など大規模災害に備え、行政とボランティアの連携、
ボランティアの裾野拡大など環境整備を進めることで、平時から、応急・復旧、
復興まで各フェーズにおけるボランティア活動を推進するとともに、防災力の向
上を図ることができる。

期待される効果

○ 後に「ボランティア元年」と呼ばれる平成7年の阪神淡路大震災では、

ボランティア（約140万人）が復旧復興の大きな原動力として認識され、

その後災害対策基本法に、行政が「ボランティアの環境整備に努める」

（平成7年）、「連携に努める」（平成25年）旨規定された。

○ 東日本大震災や平成28年熊本地震の支援活動においても、ボランティア

が大きな役割を果たしており、今後発生が懸念される南海トラフ等の大規

模災害の対応において、その重要性はますます高まっている。

○ こうした現状に鑑み、行政とボランティアの連携の強化、専門性やノウ

ハウを有するNPO等の活動に対する一層のエンパワーメント、発災時だけ

でなく平時のボランティア活動の促進、さらなる裾野の拡大など様々な課

題に対する方策を検討する。

事業概要・目的
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甚大かつ広域な被害を及ぼすおそれがある大規模地震について、総合的な防災

対策の検討に必要な基礎調査として、地震動・津波の推定、被害想定・対策の検

討等を行う。平成30年度の事業概要は以下の通りである。

○相模トラフ沿いの巨大地震等による長周期地震動について検討する。

○「南海トラフ沿いの地震観測・評価に基づく防災対応検討ワーキンググルー

プ」での議論等を踏まえ、地震予測情報等に基づく防災対応について検討する。

○南海トラフ地震防災対策推進基本計画に定める減災目標と関連施策について適

切なフォローアップを行うとともに、新たな対策の企画・立案等を行う。

○首都直下地震発生時の帰宅困難者対策について検討する。

○ビッグデータ等の最新のICTを活用した防災対策を検討する。

地震対策の推進

平成３０年度予算案 １８６百万円（１８８百万円）

事業概要・目的

○最新の科学的知見を踏まえた長周期地震動の検討により、長周期地震動の影響が懸念

される超高層ビル群や石油コンビナート等における適切な防災体制の構築に寄与する。

○地震予測等の現状や対策の進捗状況等を踏まえた適切な南海トラフ地震対策を推進す

ることにより、被害の軽減が図られる。

○帰宅困難者対策の推進により、発災時の円滑な避難誘導・被災者支援等が実現され、

被害の軽減が図られる。

○最新の情報技術の活用や、それらを活用する仕組みの構築により、効果的・効率的な

防災対策の立案・実用化が可能となる。

期待される効果

事業イメージ・具体例

○相模トラフ沿いの巨大地震等による長周期地震動の検討を行う。

（長周期地震断層モデルの構築に向けた検討、推計手法の確立、再現計算の実施等）

○ワーキンググループの議論を踏まえ、地震予測情報等に基づく防災対応について、地

方公共団体や民間事業者等との議論を行い、新たな対策の企画・立案等を行う。

○法定計画に定められた減災目標及び関連施策の適切なフォローアップを行い、その結

果を踏まえた新たな対策の企画・立案等を行う。

○帰宅困難者の大量発生への円滑な対応を実現するために必要な具体的な応急対策を検

討するため、必要な調査やシミュレーション等を行う。

○携帯電話の位置情報に係るビッグデータ解析等の情報技術を活用し、発災時の迅速な

避難者状況の把握等を行う手法について、実用化に向けた検討を行う。

帰宅困難者の発生
（ｲﾒｰｼﾞ）

長周期地震動の検討
（ｲﾒｰｼﾞ）

南海トラフ地震の震度分布・津波高
（一例）

8



「御嶽山噴火を踏まえた今後の火山防災対策の推進について（報告）」（平成
２７年３月）及び、「活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律」（平成２
７年７月成立）を踏まえ、火山防災体制を強化するため、各種施策を推進する。

平成30年度の事業概要は以下の通りである。

○警戒避難体制の整備が義務付けられた各火山地域における火山防災対策の一層
の推進。

○火山専門家を活用する仕組みの構築、火山専門家の育成、監視観測・調査研究
体制の整備についての検討。

○火山防災エキスパートの派遣、火山防災協議会等・連絡連携会議の開催、指
針・手引等を用いた研修の開催等の火山専門家による技術的支援を実施。

○広域噴火災害において、国の各機関が行う対応に係る検討。

火山災害対策の推進

平成３０年度予算案 １８３百万円（１９３百万円）

事業概要・目的

○各火山地域の個別の課題検討及びそれらを踏まえた事例集等の作成・周知により、各
火山地域における避難計画の策定等、火山防災体制の強化が図られる。

○火山の監視観測・調査研究体制の整備、広域噴火災害時の具体的な防災対応の検討を
行うことにより、火山災害発生時における国及び地方公共団体の対応力が向上し、被
害の大幅な軽減が期待される。

期待される効果

○各火山地域における火山防災対策の推進

①各火山地域が抱えている個別の課題の
検討による火山地域の取組の支援

②検討から得られた知見を踏まえた必要
な事例集等の整備

○火山専門家を活用する仕組みの構築、火山専門家育成、
監視観測・調査研究体制の整備に関する検討

①火山防災対策会議の開催
②火山専門家の連絡・連携会議の開催

○火山専門家による技術的支援

①火山防災エキスパート制度の運用
②火山防災協議会等連絡・連携会議の開催
③指針・手引き等を用いた研修の開催

○広域噴火災害対策の検討

①広域噴火災害時に国の各機関が行う具体的な防災
対策の検討をモデル火山地域を設定して実施

事業イメージ・具体例

広域噴火災害のイメージ

火山専門家の連絡・連携会議の様子

火砕流

約15km
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○広域避難の在り方に係る検討については、地域特性や被害特性に応じたより具

体的で実効性のある広域的な避難の在り方について適切な検討手法を提示する

ため、関東・中部・近畿の各地域における検討状況を踏まえ、高潮氾濫からの

避難を主としてシミュレーション等を実施し、ワーキンググループで示した検

討手法の改善を図る。

○「災害・避難カード」等に係るモデル事業の取組については、想定される災害

種別や地域特性に応じた多くの事例・ノウハウを蓄積するため、引き続き住民

避難を対象とした取組を実施するとともに、平成28年台風第10号による災害等

を踏まえ、要配慮者利用施設においても取組を行う。さらに、これら取組に

よって得られた成果の普及を通じ、住民自らの自発的な避難の促進等を図るた

め、これまでの取組成果をガイドラインとしてとりまとめる。

近年の災害の激甚化等を踏まえ、内閣府では「洪水・高潮氾濫からの大規模・

広域避難検討ワーキンググループ」を設置して検討を進めており、平成29年度内

に基本的な考え方と定量的な算出方法をとりまとめ、その後、各種計画やガイド

ラインの作成・改定を検討する。平成30年度の事業概要は以下の通りである。

○より実効性のある広域避難の在り方等の検討を推進するため、関東・中部・近

畿の各地域における検討状況を踏まえ、ワーキンググループの報告で提示され

る基本的な考え方や定量的な算出方法について更なる検討を行う。

○近年の災害において、避難の遅れを要因とした多数の犠牲者が発生しているこ

とから、住民や施設管理者があらかじめ災害の危険や避難行動を認識しておく

ための取組みとして、「災害・避難カード」等に係るモデル事業を実施し、取

組成果を全国へ周知する。

土砂災害・水害等の災害時における避難対策等の推進

平成３０年度予算案 ４７百万円（４９百万円）

事業概要・目的

○大規模水害発生時の首都圏等における具体的な避難計画の立案にあたり、国・
地方公共団体が直面している課題を解決することで、被害の軽減に寄与する。

○災害のおそれが高まったときに、住民や施設管理者が適切な避難行動や対応を
とることが可能となり、逃げ遅れ等を要因とする被害が軽減される。

期待される効果

事業イメージ・具体例

災害・避難カード（ｲﾒｰｼﾞ）水害による被害の例
ガイドライン
(ｲﾒｰｼﾞ)荒川氾濫時の浸水継続時間
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防災計画の充実のための取組推進

平成３０年度予算案 １０百万円（９百万円）

事業概要・目的・必要性

○ 首都直下地震対策特別措置法に基づく各種計画の作成とこれに基づく取組を
促進することで、首都直下地震対策の推進を図る。

期待される効果

事業イメージ・具体例

○ 首都直下地震対策については、平成25年12月に施行された首都直下地震対策特別措
置法に基づき、平成26年３月に首都直下地震緊急対策推進基本計画が閣議決定された
ところである。

○ また、平成27年３月には、同計画に定量的な減災目標や、それを達成するための具
体的な実現方策等が定められたところであり、今後も同計画に基づき、国、地方公共
団体、公共機関等関係者が連携して取組を推進する必要がある。

○ 本事業では、首都直下地震対策特別措置法に規定する地方公共団体が作成する計画
について、地方公共団体による計画作成と計画に基づく取組を促進し、首都直下地震
対策の推進を図る。

○ 地方公共団体が作成する３種の計画について、関連する取組事例の収集や、先進
的に取り組む地域に対する専門家による助言等を通じた計画作成過程における留意
点の整理などを行う。

○ 収集・整理した情報について、計画作成の際に参考となる施策等資料集として取
りまとめ、地方公共団体に提供することで首都直下地震対策の推進を図る。

閣議決定

閣議決定

〈作成主体〉
基盤整備等地区内の地方公共団体

首
都
中
枢
機
能
維
持
基
盤
整
備
等
地
区
の
指
定

首
都
直
下
地
震
緊
急
対
策
区
域
の
指
定 特定緊急対策事業推進計画

首都中枢機能維持基盤整備等計画

行政中枢機能の維持に係る緊急対策実施計画
(政府業務継続計画)

首都直下地震緊急対策推進基本計画

地方緊急対策実施計画
〈作成主体〉
緊急対策区域内の都県知事

〈作成主体〉
緊急対策区域内の地方公共団体

首都中枢機能維持基盤整備等計画

特定緊急対策事業推進計画

計画作成及び
計画に基づく取組の促進

留意点や事例等を
取りまとめて提供地方緊急対策実施計画
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2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の成功に向けた
首都直下地震対策等に係る取組推進

平成３０年度予算案 ８２百万円（６１百万円）

事業概要・目的

【目的】
○首都直下地震及び南海トラフ地震の具体計画について、課題等を洗い出し、具

体計画見直しのほか、各省庁の対応計画、地域防災計画等に反映し、より実効
性の高いものとする。

○災害医療の整備体制について検証・検討を行い、災害時の医療機能等の拡充を
図る。

【概要】
○救急・救助、消火活動等、医療活動及び物資調達に係る計画内容の検証を行う。
○ＳＣＵ※の機能強化に向けた医療モジュールの実効性検証及び災害医療等にお

ける船舶のとり得る役割の検討を行う。

※ＳＣＵ（Staging Care Unit）：航空搬送拠点臨時医療施設

事業イメージ・具体例

≪具体計画の改訂に伴う実効性検討≫

テーマ１）救急・救助、消火活動における実動部隊の円滑な展開に関する検討

・ 広域応援部隊が円滑に進出拠点、活動拠点に進出できるよう、一連の手順の実効性
検証を行う。

テーマ２）被災地内における医療の確保に関する検討
・ ①被災地内における安定化処置②被災地内で対応困難な患者の域外への搬送・治
療に関する体制の確保の実効性検証を行う。

テーマ３）物資調達と輸送調整に関する検討
・関係省庁等と連携し、関係業界団体を通じた支援物資調達手順及び輸送手段確保の
ための運送業界との調整手順の実効性検証を行う。

≪大規模災害時の災害医療の強化に係る検討≫
・ＳＣＵの機能強化に向けた医療モジュールの実効性検証や、船舶のとり得る役割に

ついて、国や各都道府県の訓練と連携を図り検討を行う。

○救急・救助、消火活動における実動部隊の円滑な展開、被災地内医療の確保、
物資調達・供給の実効性向上により、円滑な被災地支援が可能となる。また、
具体計画見直しのほか、各省庁の対応計画、地域防災計画等への反映により、
より適切な初動対応の実施が可能となる。

期待される効果
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【目的】
○ 切迫する大規模地震や激甚化する風水害等に対応するためには、国、地方公

共団体、民間等の様々な主体が連携して対応する必要がある。この連携を効果
的に行うため、災害対応に係る様々な業務の標準化を検討し、推進する。

【概要】
○ 中央防災会議防災対策実行会議の下に設置されている「災害対策標準化推進

WG」の枠組みの中で、関係者間での情報共有・利活用のための「災害情報ハ
ブ」の取組も含めた、災害対策標準化の推進に資する調査・検討を行う。

○ 加えて、災害対応業務に関する国際標準化に適時対応するとともに、我が国
の災害対応における教訓等の情報を提供していくことで、国際標準化との整合
性を高めるとともに、我が国における迅速な国内対応（ＪＩＳ化等）が可能と
なる。

災害対応業務標準化の推進
平成３０年度案 ２３百万円（２２百万円）

事業概要・目的

○ 関係者間の効果的な連携が実現し、我が国全体の災害対応力が向上する。

期待される効果

○ 関係機関間における情報共有・利活用のための「災害情報ハブ」の取組や応
援協定の実効性向上等について、「災害対策標準化推進WG」の枠組みの中で検
討を行う。

○ 国際標準化の検討状況の動向について調査等を行うとともに、ＩＳＯ総会等
に出席し、我が国の災害対応における教訓等の情報を提供していく。

事業イメージ・具体例

国、地方公共団体、民間などの多様な主体が効果的に連携する必要

災害対策標準化の推進

中央防災会議防災対策実行会議

災害対策標準化推進WG（平成26年７月設置）の枠組みにおける検討

情報共有・利活用をはじめとした、様々な災害業務の標準化を推進
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防災情報の収集・伝達機能の強化

平成３０年度予算案 ６７４百万円 （２３３百万円）

事業概要・目的

事業内容

期待される効果

○総合防災情報システムによる防災情報の収集体制の強化
他省庁等の保有する情報システムとの連携強化、災害情報のより迅速

な収集機能の強化を図るため、昨今のＩＴ技術の進捗を取り入れた次期
システムの開発を行う。

○他機関が運用するシステムとの連携、民間等の情報の活用、昨今の
ＩＴ技術の進捗に対応したシステムへの更改、迅速な災害対応の実
施が図られる。

○ＳＮＳを活用した情報収集・発信の支援体制強化
ＳＮＳを活用した情報収集・発信を２４時間体制で行うための支援体

制を強化する。

○防災情報の収集・伝達については、防災関係機
関からの情報を総合防災情報システムにより収
集・共有しており、情報収集機能の強化のため、
他機関が保有する情報システムとの連携強化が
必要である。

○また、情報収集機能の強化の観点から、ＳＮＳ
を活用した情報収集・発信や、民間や研究機関
等が保有する災害リスク情報を位置情報付きの
状態で収集することが重要である。
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○中央防災無線網設備の監視・点検・補修
○衛星通信等の通信回線使用料
○直流電源装置の整備（更新）

○中央防災無線網の円滑な運用・維持管理を行うため、中央防災無線網設備の監
視、巡回点検、補修などを行うとともに、衛星通信等について通信事業者と通
信回線使用契約を行う。

○中央防災無線網の直流電源装置の更新を行う。

○首都直下地震や南海トラフ地震など大規模災害発生時に指定行政機関及び指定
公共機関など全国の防災関係機関相互の通信が確保される。

中央防災無線網の整備・維持管理等

平成３０年度予算案 ９０５百万円（1,1７５百万円）

事業概要・目的

期待される効果

事業イメージ・具体例
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○災害対策本部予備施設（立川）の維持管理等
災害対策本部予備施設は、首都直下地震等の大規模災害で都心関係施設（官

邸等）が甚大な被害を受けた場合に備え、国の災害対策本部機能、内閣府（中
央合同庁舎第８号館）の防災専用の通信統制・情報処理のバックアップ機能等
を持つ施設である。

このため、当該施設の維持管理を適切に行うとともに、経年劣化した設備の
改修等を行う。

○東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（有明の丘・東扇島）の維持管理等
首都圏において大規模災害が発生した際に、有明の丘基幹的広域防災拠点施

設は、緊急災害現地対策本部として、また、東扇島基幹的広域防災拠点施設は、
物流コントロールセンターとして運用する施設である。

このため、当該施設の維持管理を適切に行うとともに、経年劣化した設備の
改修等を行う。

立川・有明の丘・東扇島施設の維持管理等
平成３０年度予算案 １５３百万円（１６４百万円）

事業概要・目的

○防災拠点施設を適切に保全することによって、首都圏で大規模災害が発生した
際には、災害対策本部の設置等により、広域的な災害応急対策を推進すること
が可能となる。

期待される効果

○施設外観、位置

災害対策本部予備施設 東京湾臨海部基幹的広域防災拠点

○維持管理等に要する経費の概要
光熱水費、雑役務費（警備、点検保守、清掃業務）、修繕費 等

○経年劣化した設備の改修等の概要
【立 川】給水設備、門扉等の改修
【有明の丘】映像・音響設備の改修に向けた設計

事業イメージ・具体例

（有明の丘） （東扇島）（立川）
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１．災害時の被災者支援に関する申請等手続について、被災者の利便性向上のた
め、遠隔地からでもマイナポータルを活用して電子申請を行うことができるよ
う、自治体において必要となる具体的事務について、実証を含めた調査・検討
を行い、自治体向けのガイドラインを作成する。

２．近年の熊本地震、九州北部豪雨等により被災した住家の部位毎の写真を収
集・整理し、『災害に係る住家の被害認定基準運用指針 参考資料（損傷程度
の例示）』を改訂するほか、実際に被災した住宅を用いて、地震の被害認定調
査の映像による教材を作成する。

被災者支援を円滑に進めるため、以下の調査・検討等を行う。

１．マイナポータル活用による被災者支援の推進

○ 災害時の被災者支援に関する申請等手続について、市町村の窓口で手続を
行う被災者の負担を軽減するなど、マイナポータルの活用により被災者支援
の円滑化を図る。

２．災害の被害認定基準等の適正な運用の確保について

○ 熊本地震や九州北部豪雨等の近年の災害における経験を踏まえ、住家の被
害認定調査において実施する部位毎の損傷の程度の判断を円滑に行うための
事例の充実を図るとともに、地方公共団体職員等が調査に円滑に取り掛かれ
るような教材の充実を図る。

被災者支援・復興対策の推進①
(マイナポータル活用による被災者支援の推進、災害の被害認定基準等の適正な運用の確保)

平成30年度予算案 ２４百万円（28百万円）

事業概要・目的

事業イメージ・具体例

○ 災害時に、被災者が遠隔地に避難した場合など、被災市町村の窓口での申請
が被災者の負担となる場合においても、マイナポータルを活用して申請等手続
を行うことができる。

○ 大規模災害時等における住家の被害認定調査を迅速かつ適確に実施すること
により、被災者の生活再建を円滑に進めることができる。

期待される効果
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１．平成28年熊本地震や平成29年７月九州北部豪雨等の自然災害からの復旧・復
興施策の取組事例の収集や事前復旧・復興対策の取組・手順等の調査を実施し、
その結果を基に既存の『復旧・復興ハンドブック』や『災害復興対策事例集』
を改訂し、冊子作成やホームページ等により地方公共団体に周知する。

２．借上型仮設住宅として円滑に供給する方策等について検討するほか、業務オ
ペレーションに関する訓練等を官民が連携して実施する。また、応急的な修理
に係るガイドラインの作成など被災者が自宅を応急的に修理することを促進す
る方策や、自宅を修理することで自力再建を図る世帯を増やす方策について検
討する。

今後発生が予想される大規模災害に備え、地方公共団体による迅速かつ円滑な
復旧・復興を図るため、以下の調査・検討等を行う。

１．復旧・復興対策の事例収集や取組調査について
○平成28年熊本地震や平成29年７月九州北部豪雨等における復旧・復興対策の

取組事例の収集・調査等を行い、今後発生が予想される大規模地震やあらゆ
る自然災害からの復旧・復興における地方公共団体の計画等の推進を図る。

２．被災者の住まいの在り方について
○大規模災害時には、圧倒的に住まいが不足するとともに、応急的・一時的な

住まいの生活が長期化すること等が見込まれるため、応急仮設住宅の円滑か
つ迅速な供給方策や、住宅の応急的な修理の促進方策について検討を行う。

被災者支援・復興対策の推進②
(復興施策の調査、被災者の住まいの在り方に関する検討)

平成３０年度予算案 ３４百万円（２１百万円）

事業概要・目的

事業イメージ・具体例

○今後発生が予想される大規模地震等の自然災害からの復旧・復興施策の事例や
取組・手順等を地方公共団体に示すことにより、地方公共団体における復旧・
復興計画等の推進が図られる。

○被災者の住まいに係る各種方策を事前に検討し、適時適切に講じていくことで、
発災時に被災者や被災地方公共団体の負担が軽減されるとともに、被災者の住
まいの確保に係るコストの低減が図られる。

期待される効果
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アンケート
調査の実施

避難所の現状把握・分析の実施

内閣府（防災）

報告書の作成

有識者への
ヒアリング

シンポジウム
の開催

被災者による避難所運営を促進するための対応策の検討

○ 報告書を基に市町村職員への研修等を行うことにより、発災時を見据えて、
平時から市町村等における避難所運営の準備が促進される。

○ 発災時には、市町村職員による避難所運営業務への負担軽減につながること
もあり、結果として国からの応急対策への支援を減少させることができる。

期待される効果

事業イメージ・具体例

被災者支援に関する総合的対策の推進
（被災者による避難所運営を促進するための対応策等検討）

平成３０年度予算案 １３百万円（１６百万円）

○ 避難所の運営は、被災者によって自主的に行われることが望ましいと言われているものの、
発災後の対応だけでは限界があるため、平時より、「避難所運営ガイドライン」等も活用し、
地域住民の参加も得て、事前の準備を進めるよう、研修等により周知しているところである。

○ 現状では、平時からの準備が十分にはできていない市町村が多いのが実情である。
○ しかしながら、大規模災害が発生した場合には、市町村職員は救命救急活動に注力するこ
とが求められているため、職員の避難所運営への負担を軽減し、地域コミュニティ等により、
避難所運営などを自ら行える体制づくりが課題となっている。

○ そのため、アンケート調査や有識者へのヒアリングの他、シンポジウムなどにより、避難
所についての現状を把握・分析した上で、課題に対する対応策を検討する。

事業概要・目的
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被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により生活基盤に著しい被害を受けた者
に対し、被災者生活再建支援法人が支給する支援金の２分の１に相当する額を補助す
る。

【目的】 自然災害を受けた被災者の生活の再建を支援し、もって住民の生活の
安定と被災地の速やかな復興に資する。

被災者生活再建支援法（平成１０年制定）

○全都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金（注）を活用し、住宅が全壊した世帯等
に対して最大３００万円までの被災者生活再建支援金を支給

○国は支給される被災者生活再建支援金のうち１／２を補助

（参考） 被災者生活再建支援金支給制度の仕組み

都道府県

被災者生活再建
支援法人

（都道府県の拠出による基金を運営）

国

被災者

相互扶助の観点から
基金拠出事務委託

補助金交付
（支援金の１／２補助）

申 請
（市町村・都道府県
経由）

支援金の支給（基金及び国の補助金から）

被災者生活再建支援金補助金

平成３０年度予算案 ６００百万円（６００百万円）
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災 害 救 助 費 等 負 担 金

被災都道府県の財政力に対する救助に要した費用の割合に応じ、5
割から約9割を国庫負担する。

① 収入見込額の２／１００以下の部分 →  ５０／１００
② 収入見込額の２／１００超４／１００以下の部分 → ８０／１００
③ 収入見込額の４／１００超の部分 →  ９０／１００

普通税収入見込額の割合 国庫負担割合

○ 避難所の設置
○ 応急仮設住宅の供与
○ 食品の給与
○ 飲料水の供給
○ 生活必需品の給与･貸与
○ 医療･助産

○ 被災者の救出
○ 住宅の応急修理
○ 学用品の給与
○ 埋葬
○ 遺体の捜索･処理
○ 障害物の除去

平 成 3 0 年 度 予 算 案 1 ,882百万円 （ 1 , 8 8 3 百 万 円 ）

一定規模以上の災害が発生した場合、都道府県知事が災害救
助法に基づき、被災者に対して行った応急救助に要した費用に
ついて負担を行う。

都道府県知事が、国民保護法に基づき救援に関する訓練を国と
共同で実施した場合の経費について全額補助する。

○ 国庫負担割合

2 国民保護訓練経費

1 災害救助負担金

○ 災害救助法に基づく救助
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災 害 弔 慰 金 等 負 担 金

平 成 3 0 年 度 予 算 案 140百万円 （ 1 4 0 百 万 円 ）

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市町村が、自然災
害で死亡した者の遺族に対して災害弔慰金を、又は重度の障害を
負った者に対して災害障害見舞金を支給した場合、国が1/2を
（都道府県1/4･市町村1/4）負担する。

① 配偶者、子、父母、孫、祖父母
② 上記①の遺族がいない場合に兄弟姉妹（死亡当時その者と同居し、
又は生計を同じくしていた者に限る。）

1 災害弔慰金

○ 支給対象遺族

○ 支 給 金 額

① 支給遺族の生計維持者が死亡した場合 5 0 0万円
② その他の者が死亡した場合 2 5 0万円

2 災害障害見舞金

○ 支給対象者

重度の障害（両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等）を
受けた者

① 生計維持者 2 5 0万円
② その他の者 1 2 5万円

○ 支 給 金 額
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災 害 援 護 貸 付 金

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、市町村が、
都道府県内で災害救助法が適用された自然災害で負傷又は
住家･家財に被害があった者に対して、災害援護資金を貸し
付けた場合に、国がその原資の一部を無利子で貸し付ける。

① 貸付金額 被害状況に応じて 15 0万円 ～ 最高 3 5 0万円

② 所得制限 例）住居が滅失した場合 1, 2 7 0万円
（市町村民税の前年度総所得金額）

③ 利 率 年3 % （据置期間中は無利子）

④ 据置期間 3年（特別の場合5年）

⑤ 償還期間 1 0年（据置期間を含む）

⑥ 償還方法 年賦又は半年賦

⑦ 貸付原資 国 2/ 3 都道府県･指定都市 1/ 3

○ 制度概要

平 成 3 0 年 度 予 算 案 150百万円 （ 1 5 0 百 万 円 ）
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国際関係経費
平成３０年度予算案 ２６７百万円（２７２百万円）

事業概要・目的

○第３回国連防災世界会議で策定された仙台防災枠組の普及・定着により、各国
における本枠組の着実な実施を推進し、世界の災害被害の軽減が図られる。

○アジア各国の防災能力の向上によるアジア地域での災害被害の軽減が図られる。

○世界ではアジアを中心に大きな災害被害が毎年のように発生
災害被害の軽減は、国際社会の共通の重要課題

○第３回国連防災世界会議で策定された「仙台防災枠組2015‐2030」が国内外
において着実に実施されることが重要。

【背景】

「仙台防災枠組」の国内外における普及・定着を図るため、我が国の災害か
ら得られた経験・知見・技術を活かしつつ、
１．「仙台防災枠組」に基づく我が国の先進的事例の収集・発信
２．戦略的な国際防災協力の展開
３．国連など国際機関を通じた国際防災協力
４．アジア地域における多国間防災協力
５．日中韓などの二国間等防災協力 を推進する。

【目的・事業概要】

(1)「仙台防災枠組」に基づく我が国の先進的事例の収集・発信
東北における取組を含めた「より良い復興」等、我が国の仙台防災枠組に基づく先進的な取組に関す
る事例を収集し、その成果を国際会議等の機を捉えて各国と共有し、国際社会における仙台防災枠組
の取組を推進。

(2)国際経済活動における戦略的な防災投資推進
APECの場を活用し、国境を越える企業活動の事業継続体制の強化に資する、我が国の防災の知見を

発信。

(3)国連国際防災戦略事務局（UNISDR)の活動支援
国連国際防災戦略事務局が実施する、全世界を対象とした「仙台防災枠組」の推進とフォローアップ
等を支援。

(4)国際復興支援プラットフォーム活動に係る会議の開催
国際復興支援プラットフォーム（IRP）の活動を通じて集約した、各国の災害復興に関する経験や教

訓、「より良い復興」に関する優良事例等、復興に関する様々な知見を、国際社会で広く共有する会
議を開催。

(5)アジア地域における多国間防災協力推進
アジア地域における、防災情報の収集・提供、人材育成、「世界津波の日」を含めた津波防災に関す
る意識啓発等の活動を支援。

(6)国際防災会議等への出席
防災協力に資する国際会議等に出席し、我が国の知見を発信。

事業イメージ・具体例

期待される効果
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○ 展示
被災者・市民・ボランティア等と協力・連携し、大震災の経験・教訓を、特に子供等に向

けて情報発信する。

○ 実践的な防災研究と若手防災専門家の育成
防災施策や災害対策の立案・推進に資する実践的な防災研究を実施し、学術的価値の確立

を先導する。

○ 災害対応の現地支援
大規模災害時に災害対応の実践的・体系的な知識を有する人材を被災地に派遣する。

○ 交流・ネットワーク
防災に関する行政実務者、研究者等、多様なネットワークを形成する。

○ 災害対策専門職員の育成
地方公共団体の防災担当職員等への研修等によって、災害対策実務の中核を担う人材を育

成する。

○ 資料収集・保存
阪神・淡路大震災の資料を継続的に収集・蓄積し、防災情報を整理・発信する。

○ 事業概要
阪神・淡路大震災を始めとした国内外の地震災害の経験や教訓などに関する震災関連資料

の収集・展示及び体験・学習並びに地震防災の調査研究及び専門家の育成等の事業を行う特
定地震防災対策施設の運営費の２分の１を補助する。

○ 目的
大震災の経験を語り継ぎ、その教訓を未来に活かすために、防災の重要性の市民への普及

啓発、実践的な防災研究、災害対応の現地支援やネットワークの形成等を通じて、
・地域防災力の向上
・防災政策の開発支援
・災害対策の発信拠点の形成
等を図る特定地震防災対策施設の活動を推進する。

特定地震防災対策施設運営費補助金

平成３０年度予算案 ２５１百万円（２５１百万円）

事業概要・目的

事業イメージ・具体例

○特定地震防災対策施設の円滑かつ安定した運営により、地震防災対策の向上に
資する。

期待される効果
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平成３０年度内閣府防災部門 

税制改正概要  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

①既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに

係る特例措置の延長〔延長〕 

 ＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

 

 

概要 

 既存住宅流通・リフォーム市場の活性化に向けて、良質な住宅ストッ

クの形成を促進するため、既存住宅の耐震リフォーム等を行う場合、税

制上の特例措置（固定資産税の減額）を行うもの。 

 

 

 

要望結果 

 現行の措置を２年間延長する。 

 

 

 

＜国土交通省と共管＞ 
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②津波避難施設に係る特例措置〔拡充・延長〕 

 ＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

 

 

概要 

 津波防災地域づくりに関する法律に基づいて都道府県が指定した津

波災害警戒区域において、管理協定が締結された避難施設（以下「協定

避難施設」という。）の「避難の用に供する部分」及び「避難施設に附

属する避難の用に供する償却資産（誘導灯、誘導標識、自動解錠装置）」

に係る固定資産税の課税標準について、管理協定締結後又は償却資産取

得後５年間、１／２を参酌して、１／３以上２／３以下の範囲内におい

て市町村の条例で定める割合（わがまち特例）に軽減するもの。 

 

 

 

要望結果 

 適用対象となる避難施設の拡充（指定避難施設を追加）及び償却資産

の拡充（防災用倉庫、防災用ベンチ及び非常用電源設備を追加）を行っ

た上で、３年間延長する。 

・協定避難施設又は同施設に附属する償却資産：５年間課税標準を市町

村の条例で定める割合（１／２を参酌）に軽減 

・指定避難施設又は同施設に附属する償却資産：５年間課税標準を市町

村の条例で定める割合（２／３を参酌）に軽減 

 

 

 

＜国土交通省と共管＞ 
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③首都直下地震・南海トラフ地震に備えた耐震対策により取得した鉄道施

設に係る課税標準の特例措置の拡充及び延長〔拡充・延長〕 

 ＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

 

 

概要 

 首都直下地震・南海トラフ地震に備え、鉄道利用者の安全性を確保す

るため、当該地震で震度６強以上が想定される地域等における利用者の

多い路線等を対象に、鉄軌道事業者が鉄道施設等の耐震補強工事によっ

て新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税について、課税標準

を最初の５年間２／３に軽減する特例措置を講ずる。 

 

 

 

要望結果 

 対象施設について、次の見直しを行った上で、措置の期限を２年間延

長する。 

・ロッキング橋脚を有する橋りょうの耐震補強工事によって新たに取 

得した一定の償却資産を対象に加える。 

・一定の線区及び駅又は停留場の耐震補強工事によって新たに取得した

一定の償却資産を対象から除外する。 

 

 

 

＜国土交通省と共管＞ 
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④特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設に係る課税

標準の特例措置の延長〔延長〕 

 ＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

 

 

概要 

 特定都市河川浸水被害対策法により指定された特定都市河川流域内

において、設置が義務付けられた雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の

課税標準を２／３を参酌して、１／２以上５／６以下の範囲内において

市町村の条例で定める割合（わがまち特例）に軽減する。 

 

 

 

要望結果 

 課税標準について、３／４を参酌して２／３以上５／６以下の範囲内

において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額とした上、その適用

期限を３年延長する。 

 

 

 

＜国土交通省と共管＞ 
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⑤地域データセンター整備促進税制措置 [新規] 

 ＜税目＞（国 税）法人税 

（地方税）固定資産税 

 

 

 

概要 

 IoT 時代の到来により地域において生み出されるデータの急増が見

込まれる中、情報流通の要となるデータセンター関連設備の地域への整

備を促進。これにより地域経済を活性化するとともに、東京圏に集中し

がちなトラヒック（通信量）を分散して国土強靱化を実現する。 

 

 

 

要望結果 

 東京圏以外に整備するもので、設置地域近傍からの利用を主たる目的

とする地域のデータセンターの整備事業に関する実施計画の認定を受

けた電気通信事業者が、当該実施計画に従って取得した電気通信設備に

対して、法人税において取得価額の 15％の特別償却を行う。 

 首都直下地震緊急対策区域以外に整備するもので、専ら当該区域のデ

ータセンターのバックアップを行う事業に関する実施計画の認定を受

けた電気通信事業者が、当該実施計画に従って取得した電気通信設備に

対して、固定資産税において３年度分の課税標準の特例（軽減割合３／

４）を行う。 

 

適用期間を２年間とする。 

 

 

 

＜総務省と共管＞ 
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⑥港湾の耐震対策の推進のための特例措置 [拡充・延長] 

 ＜税目＞（国 税）法人税 

 

 

 

概要 

 コンビナートが多数立地する臨海部においては、護岸、岸壁等の多く

を民間事業者が所有・管理している。南海トラフ地震や首都直下地震等

の大規模地震の発生に備え、老朽化した民有護岸等の耐震改修を早急に

実施し、非常災害時の航路機能の確保を図る。 

 

 

 

要望結果 

 耐震改修を行った民有の護岸・岸壁・桟橋について取得価額の 20％

の特別償却を認める特例措置について、南海トラフ地震防災対策推進地

域又は首都直下地震緊急対策区域にあり、緊急確保航路に接続する港湾

において耐震改修を行った民有護岸等への特別償却率の 22%への拡充及

びその他地域の耐震改修を行った民有護岸等への特別償却率の 18%への

見直し等を行った上で、適用期間を５年間延長する。 

 

 

 

＜国土交通省と共管＞ 
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⑦港湾の耐震対策の推進のための特例措置 [拡充・延長] 

 ＜税目＞（地方税）固定資産税 

 

 

 

概要 

 コンビナートが多数立地する臨海部においては、護岸、岸壁等の多く

を民間事業者が所有・管理している。南海トラフ沿いの地域や南関東に

おける大規模地震の発生に備え、老朽化した民有護岸等の耐震改修を早

急に実施し、非常災害時の航路機能の確保を図る。 

 

 

 

要望結果 

 耐震改修を行った民有護岸・岸壁・物揚場について、取得後５年間、

課税標準を価格の２／３とする特例措置について、南海トラフ地震防災

対策推進地域又は首都直下地震緊急対策区域にあり、緊急確保航路に接

続する港湾において耐震改修を行った民有護岸等への適用税率の拡充

（取得後５年間、課税標準を価格の１／２）及びその他地域の耐震改修

を行った民有護岸等への適用税率の見直し（取得後５年間、課税標準を

価格の５／６）を行った上で、適用期間を３年間延長する。 

 

 

 

＜国土交通省と共管＞ 
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内閣府 

郵便番号 １００－８９１４ 
東京都千代田区永田町１－６－１ 

中央合同庁舎第８号館３階 

内閣府政策統括官（防災担当） 
電話 （０３）５２５３－２１１１（大代表） 

ＵＲＬ http://www.bousai.go.jp 
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